
2C03 県 レベルにおける 公共事業評価に 関する考察 

0 新家 健精 ( 福島学院短期大 ) 

1 . はじめに いる。 

現在、 各県レベルにおいても 公共事業の見直しが 進 行政評価の実践にはいく っか のポイントが 指摘さ 

められている。 本稿はそうした 公共事業の見直しあ る れていて、 公共事業の場合にも 触れることになるが、 

いは評価事業について、 実際の経験を 背景に問題点あ 一応述べておくと、 まず、 (1) 行政の何を評価する 

るいは改善について 考察するものであ る。 か 、 (2) 行政評価を実施した 後の事後評価をどのよ 

ここではまず、 公共事業を含んだ 行政評価をめぐる うに結び付けて 行くか、 (3) 行政評価の成果と 予算 

最近の動きや 問題点、 などについて 幅広く論議してお 策定の関連、 さらに (4) 評価主体を誰にするか、 (5) 
こ う 。 それは公共事業の 評価問題はそれだけにとどま 情報公開、 (6) 住民参加の問題、 などであ る。 いず 

らない広い視野、 少なくとも行政評価レベルの 領域に れにしても行政評価は 情報公開を基本に、 公開された 

まで及んでおかなければ 前後を含んだ 解決に到達し 情報に基づく 行政に対する 理解、 合意、 そして住民の 

ないからであ る。 選択と責任という 一連のプロセスを 行政と住民とが 

こうした行政評価の 問題が出てくる 背景には、 一 つ 共有するところに 本意があ る。 

は 地方自治体の 財政難、 一 つは 最近の自治体の 不祥事 こうした行政評価に 広範にかつ基本的にかかわっ 

などに起因する 行政への信頼の 低下があ って 、 失われ てくる問題にも 手短に触れておかねばならない。 一つ 

た 信頼の回復のために、 住民に対する 自治体の説明責 は地方交付税問題であ る。 基準財政需要から 基準財政 

任が問われ、 情報公開が求められ、 住民の声の反映、 収入を差し引いた 差額について 中央政府から 一定の 

住民参加が求められていることが 挙げられる。 そして、 補填が行われる 交付税の仕組みは、 行政評価の努力に 

さらにこれらの 動きの底流には 戦後の長い間の 官士 よる差額の圧縮がかえって 交付税の削減に 連結する 

導 によるキャッチアップ 体制から、 新たな成熟化社会 という結果を 招いて、 地方自立へのインセンテイブを 

における合意形成のプロセスへの 転換に基づくもの 妨害する作用をもたらすという 点であ る。 二つめは 市 

があ って、 そこで要求される 基盤には住民の 意思決定 場 評価と住民評価の 関係であ る。 例えば環境保全への 

を支えるデータの 整備や理解、 そしてそれらに 依拠 し 投資は民間企業の 投資べ ー スではとても 引き合わな 

た 評価や基準の 仕組みがあ る。 いことがあ る。 三つのは発生主義会計にかかわる 問題 

2. f 千放言 叫面 をめぐる動きと 今後の課題 で、 官庁会計には 民間企業でい う 長期の負債や 資産の 

公共事業を含む 行政評価システム 構築の動きは、 最 価値を対照した 貸借対照表が 欠落していることであ 

近著しくなってきた。 1 9 9 5 年に始まった 三重県の る。 今後 PFI の導入などにはこの 点が影響すること 

「さわやか運動」、 1 9 9 7 年からの静岡県の「業務 が予想される。 

棚卸表」、 北海道の「時のアセスメント」、 さらに東京 3. 県 レベル公共事業評価システムについて 

都が 1 9 9 8 年から住民モニタ 一の参加による 評価 ここでは 県 レベルの具体的な 評価システムについて 

指標の編成作業「東京チェックアップリスト 99 」を 概観しておこう。 評価システムは 要綱と評価手法から 

出発させた。 また、 三菱総合研究所は 地方自治体の 行 なっている。 

政評価への取り 組みの実態調査を 1 9 9 9 年に実施 ( 要綱 コ 

している。 こうしたわが 国の動向はアメリカ やィギリ 第一条 ( 趣旨 ) ; 公共事業の重点的かっ 効率的な執行 

ス そしてニュージーランドなどの 先発例を参照して 第二条 ( 公共事業の範囲 ) ; 県が事業主体となって 実 
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施する国庫補助事業および 県 単独事業で普通建設 

事業または普通会計以覚の 会計にかかわる 建設事 

業 

第三条 ( 評価対象事業 ) ; 

1. 継続中の事業 

(1) 事業採択前の 段階で，調査費がはじめて 予 

算化されてから 5 年経過 

(2) 事業採択から 5 年経過して未着工のもの 

(3) 事業採択から 一定期間を経過した 事業で継 

続 中 

(4) 評価実施から 5 年経過、 した時点で継続中の 

もの 

(5) 計画変更を行おうとする 事業 

(6) その他、 評価の必要なもの 

2. 新規事業 

(1) 調査費を新たに 予算化しようとする 以下に 

定める大規模公共事業で 特に評価が必要な 

もの 

(2) 事業費をあ らたに予算化しようとする 人規 

模公共事業 

3. 第一項、 第二項以外で 評価が必要なもの 

4. 次の各号のいずれかに 該当するものは 評価の 

対象外とする 

維持管理，災害復日，備品購入、 局部的改良， り 、 規模 

(5 億円未満 ) , その他 

第四条 ( 大規模公共事業 ) ; 

次の各号に該当する 事業をい う 

道路事業， 河川事業， ダム事業、 港湾事業、 空 

港事業、 広域公園事業流域下水道事業、 その他 ( 事 

業費 1 00 億円以上，造成面積 5 0 ヘクタール以 

上のもの ) 

第五条 ( 評価の時期 ) ; 

継続中の事業は 事業採択から 5 年経過した年度 

新規事業については 予算計上の双年度 

第六条 ( 評価の視点 ) ; 

継続中の事業 

事業の進捗状況、 事業をめぐる 社会経済状況の 変 

化 、 地元住民，受益対象者および 関係機関の意向、 

費用対効果分析など、 コスト縮減や 代替案の可能 

性 

新規事業 

事業をめぐる 社会経済状況の 変化，費用対効果分 

析、 コスト縮減の 可能性、 国， 県 、 市町村、 民 

間、 との役割分担 

第七条 ( 評価の実施 ) ; 

1. 評価の対象事業を 所管する部局長等は 部局事業 

評価検討会を 通じ，対象事業について 評価を行 

い ，庁内調整の うえ 、 対応方針 ( 案 ) の作成を 

z イ 一 了っ シ 。 

大規模公共事業検討チームは 対応方針 ( 案 ) 

を全庁的支店から 点検 儲 価し、 その結果を当 

該部局等へ通知するとともに、 必要に応じて 

再検討または 修正を要請することができるも 

のとする。 

2. 県 公共事業評価委員会は 対応方針 ( 案 ) につい 

て審議を行 い ，意見の具申をおこな う 。 

3. 部局長等は公共事業評価委員会から 具申のあ っ 

た意見を尊重して 評価を行い，対応方針を 決定 

する。 大規模公共事業については 政策調整会議 

において狭義、 決定するものとする。 

4. 決定した対応方針は 評価結果とともに 公表する。 

第八条 ( 県 公共事業評価委員会 ) ; 設置、 審議、 運営 

など 

第九条 ( 庁内体制の整備 ); 部局事業評価検討会，大塊 
模 公共事業検討チームの 設置 

4. 評価基準について 

く 1 ノ 継続事業のチェックリストにおける 評価基 

準について 

(1) 3 段階評価 

昨年度までは 4 段階評価であ ったが、 本年度から 

は 3 段階で、 

几 : 問題なし 

B : やや問題あ り 

C : 問題あ り 

(2) 評価基準 

木 事業の進捗状況 

A : 事業の進捗はおおむね 順調であ り、 ほぼ 計 

画どおりの完成が 見込まれる 

B : 多少の阻害要因はあ るが、 一定の期間等を 

要すれば解決できる 見通しがあ り、 完成の 
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見通しがあ るもの の 関連 

C : 阻害要因の難易度が 高く、 現時点では事業 

進捗の目処がたたないもの 

水事業をめくる 社会経済情勢等の 変化 

A : 事業を取り巻く 環境はとくに 変ィヒ しておら 

ず ，評価指標等において 事業採択時とほぼ 同 

様の効果発現が 見込まれるもの 

B : 事業を取り巻く 環境は変化しているが ，解決 

できる見通しがあ り、 評価指標等において 

事業採択時とおおむね 同水準の効果発現の 

見通しがあ るもの 

C : 事業を取り巻く 環境が著しく 変化し、 評価 

指標等においてその 大半が事業採択時とと ヒ 

べて大幅に低下することが 避けられず，現時 

点では効果発現の 目処が立たないもの 

木地元住民・ 受益対象者および 関係機関の意向 

A : 評価実施時において 事業採択時と 比べ特段 

に変化がな い もの 

B : 事業採択時と 比べ低下がみられるが ，費用を 

上回る効果が 確保される見通しがあ るもの 

C : 事業採択時と 比べ著しく低下し、 現時点で 

は費用を上回る 効果が確保される 目処が立 

たないもの 

ホ 費用対効果分析等の 要因変化 

A : 評価実施時において 事業採択時とほぼ 同様 

の効果発現が 見込まれるもの 

B : 事業採択時と 比べ低下が見られるが、 費用 

を上回る効果が 確保される見通しがあ るも 

の 

C : 事業採択時と 比べ著しく低下し、 現時点で 

は費用を上回る 効果が確保される 目処が立 

たないもの 

木 計画変更等の 必要性 

A : 計画変更の必要があ っても軽微なものであ 

り、 事業促進が見込まれるもの 

B : 計画変更が必要であ るが、 解決できる見通 

しがあ り、 事業促進の見通しがあ るもの 

C : 大幅な計画変更が 必死であ り、 現時点では 

事業促進の目処がたたないもの 

く 2 ノ 移項目ごとの 評価」と対応方針 ( 案 ) と 

(1) 計画変更の必要性当の 評価がの場合に 

は対応方針 ( 案コは 「見直し継続」とす 

る 

(2) 各項目のうちひとっでも 評価がの場合 

には、 対応方針 ( 案コは 「休止」または 

「中止」とする 

く 3 ノ 費用対効果分析手法について 

現在あ る分析手法については 取りまとめ 

を 実施した。 さらに今後とも 書く省庁にお 

ける分析手法の 改善を参考に 適切な費用 

対効果分析を 行っていく。 

く 4 ノ 「見直し継続」の 意味の明確化 

「見直し継続」 : 計画の見直しを 行い、 そ 

の結果に基づき 事業継続 

「見直し継続 ( 再評価 ) 」 : 見直しに必要な 

最小限の調査等を 実施しながら 見直し 

を行い、 再評価を受ける。 

5. 事業別評価調書の 例 

( 資料参照 ) 

6. 費用対効果分析の 例 

道路事業の場合 

効果 ( 便益 )B/ 費用 C 二 B(l) 十 B(2)/C(l) 十 C(2) 

費用項目 

C(1): 改築 費 ( 工事費， 用地 費 、 補償費 ) 

C(2)     維持修理費 ( 道路維持費，道路清掃 費 ，照明 費 、 

舗装補修、 橋梁塗装 ) 

効果項目   

B(l): 利用者便益 二 走行時間距離短縮便益 

十走行費用短縮便益 

  走行時間短縮便益 

道路の整備・ 改良が行われない 場合の総走行時間費 

用から、 道路の整備・ 改良が行われる 場合の総走行 

時間費用を減じた 差として算定する。 

・走行費用短縮便益道路の 整備 / 改良が行われない 場 

合の走行経費から、 道路の整備・ 改良が行われる 場 

合の走行経費を 減じた差として 算定する。 

走行経費減少便益は、 走行条件が改善されることに 

よる費用の低下のうち ，走行時間に 含まれない項目 

を対象としている。 具体的には，燃料費， 油脂 費 、 
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タイヤ・チューブ 費 ， 車両整備費、 車両償却 費 等 

の項目について 走行距離単位あ たりで計測した 原 

単位を用いて 算定。 

B(2): 交通事故減少便益 

  道路の整備・ 改良が行われない 場合の交通事故によ 

る社会的損失から、 道路の整備・ 改良が行われる 場 

合の交通事故による 社会的損失を 減じた差として 

算定する。 

交通事故の社会的損失は、 運転者、 同乗者、 歩行者 

に関する人的損害 額 、 交通事故により 損壊を受ける 

車両や構築物に 関する物的損害 額 および事故渋滞 

による損失額から 算定している。 

・事業採択年度を 基準年度として 工事期間と完成後 

40 年間に生じる 効果 額 ，費用額を算出し 止 ヒ致 する。 

・計算 例 

上記の例で見ると 

(208+4)+2 ( 億円 ) 7102+4 二 2.0 

B/ C =2.0 

7. 公共事業評価に 関するコメント 

以下、 若干の経験を 含めての所感的なコメントを 述 

べておこう。 

(1) 行政評価を含めて、 公共事業評価に 際しては、 

それがあ くまでも相対的なものであ って、 絶 

対的な尺度はあ り得ないということであ る。 

しかも相対的といった 場合、 まずは政策レベ 

ルとして公共事業と 他の事業の比較評価とい 

う総合的な評価の 仕方があ る。 とくに地方自 

治体の場合に 予算執行の裁量性があ る程度 認 

められるならば、 他の事業とのとヒ 較で公共事 

業全体枠について、 それを圧縮できるからで 

あ る。 この場合には 与えられた枠内での 配分 

という意味を 含んだ事業評価になろう。 

(2) 通常、 自治体における 公共事業評価は 個別事 

業を対象にその 是非をめぐっての 評価であ る。 

最大の問題は 継続中の事業の 見直し問題であ 

る。 多くの場合大規模公共事業は 自治体の単 

独 事業ではなく、 国からの補助を 受けており、 

事業遂行としての 一定の評価が 下されている。 

そうした場合にはよほどの 事由がなければ 中 

断といった判断には 至らない。 それまでに投 

下した資本の 意義と中断されたままでの 状況 

についての解釈が 残される。 もちろん、 今後 

必要とされる 資金量 と 事業の有効性との バラ 

シ スをより大局的な 視点から考慮することで、 

中断可能な場合もあ り得るが、 いわぬる通常 

規模の公共事業で、 県の方針案に 否定的な判 

断を委員会レベルで 下すのはほとんど 不可能 

であ る。 

(3) 次善的な考え 方として、 予算圧縮の発想があ 

る。 例えば道路計画の 場合には幅員の 縮小と 

か、 河川改修における 災害確率推定にまっ わ 

6 年限幅の縮小など、 いわゆる費用対効果分 

析における効果項目の 削減であ る。 ただし、 

これについては 国庫補助規定や 事業全体の連 

続性など、 ややこしい課題が 絡んできて、 そ 

う 単純ではない。 

(4) したがって、 今後の課題としては 新規事業に対 

する評価のあ り方であ ろう。 とくに「 箱 モノ」 

や既存のものに 重複した社会インフラ 整備に 

代わる省庁横断的なプロジェクト 型の新事業 

について、 それをどのような 視点で評価するか 

であ り、 そのための合意形成をめくってであ る。 

地域の産業構造の 変化に刺激をあ たえるよう 

意図的なプロジェクトについての 新たな費用 

対効果分析のあ り方が問われているといって 

過言ではない。 

さらに地方分権 化を射程に入れるとするなら 

ば 、 評価とかかわって 公共事業のあ り方が大き 

く左右される 可能性もあ り、 情報の公開ととも 

に成果主義としての 評価のあ り方などについ 

て 早急に論議が 開始されね ば ならない。 
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